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トゥレット症候群 

* チック（突然に出現し，素早く，繰り返される運動または音声です）で定義される症

候群であり，神経発達症に含まれます。多種類の運動チックと 1種類以上の音声チック

が 1年以上にわたり続き，小児期に発症します。 

* チックは自然に増えたり減ったりするものですが，心理状態によって影響を受けるこ

とがあります。しかし，チックは親の育て方や本人の心がけに問題があって起こるわけ

ではありません。 

原因 

* 遺伝要因と環境要因の両方が関係しているとされています。 

* 大脳基底核という運動の調整に関わる部位を含めた脳内回路の異常が考えられてい

ます。 

* ド－パミン系やセロトニン系などの神経伝達物質の異常が関係しているといわれて

います。 

発症年齢 

* 発症年齢は 18歳以下とされますが，4～11歳で発症することが多く，特に 7歳前後に

最もよく認められます。 

併存症 

* トゥレット症候群によくみられる併存症には，強迫症/強迫性障害，注意欠如・多動症

/注意欠如・多動性障害があります。また，睡眠障害，学習障害，自閉スペクトラム症/

自閉症スペクトラム障害，不安，抑うつ傾向，怒り発作などがみられることもあります。 

治療 

* 心理教育および環境調整：本人，家族，教師などの周囲の人々に，障害の特徴を正し

く理解してもらい，チックや併存症をもちながらも成長し，社会適応できるように支援

することが大切です。 



* 薬物療法：心理教育および環境調整だけで解決できない場合には薬が必要になります。

薬は，チックだけでなく併存症もふくめたどの症状に的を絞るのか，また，副作用の程

度も考慮して選択されます。 

* 行動療法：ハビット・リバ－サル（チックと両立しないような動きを身につけます）

などの方法がありますが，わが国ではまだあまり普及していません。 

* 外科治療：いかなる治療法でも軽快しない難治性のトゥレット症候群に考慮されます。

深部脳刺激療法（大脳基底核に電極を埋め込んで持続的に刺激をします）。 

予後 

* 多くの場合，チック症状は，青年期・成人期に軽快します。しかし，少数例ではその

後も強いチック症状が残ることがあります。また，チックよりも併存症の方が問題とな

ることもあります。 

 

＜学校における対応＞ 

【1】 基本的な考え方 

＊一人一人の状態により対応は異なりますが、基本的には通常の学級の中で様々な支

援、配慮を受けながら、本人の学習が保障されることが必要です。 

＊チック症状をからかわれたり、マネされたり、そのことが原因で傷ついたり、いじ

められたりすることがないような配慮が必要です。 

＊チックそのものの状態の改善は、学校での対応だけでは困難です。本人がチックを

出さないように努力していたり、そのことでエネルギーを消耗していて勉強どころで

はなかったりすることが考えられます。そうした、本人の気持ちや背景を担任の先生

が理解してあげることがとても大事です。 

＊チックや様々な症状のために、自己肯定感が低下したり、不登校に陥ったりしない

よう、二次的な問題を大きくしないことが学校での対応の基本です。 



＊チック症状だけでなく、LDや ADHDなどの併発する症状について、理解して対応して

あげることが必要です。 

【2】 周囲の理解 

＊最も必要なことは、チック症状そのものに対する周囲の正しい理解です。担任の先

生のみならず、校内の教職員、クラスの友達、必要に応じて学年や校内の児童生徒全

員の正しい理解が必要です。チックは、決してわざとやっているのではないこと、あ

る程度はコントロールできるが、そのことにはとてもエネルギーが必要なこと、理解

して普通に接してほしいこと、などを当該の児童生徒にかかわりが深い人が理解して

受け入れ、そのことを周囲に広げていくことが必要です。 

＊周囲の不理解が本人の自尊心を傷つけることが多くあります。様々な支援も本人に

とっては不要と感じることもあります。何でも支援するという発想ではなく、本人の

望む必要最小限の支援を行う、という気持ちが大切です。 

【3】 環境調整 

＊チックの状態が悪い時もあります。そうしたときには、当事者は体力を消耗して登

校が困難なことすらあります。必要に応じて休息する部屋を確保してあげたり、チッ

クを思い切り出せる部屋を用意してあげたりするなど、様々な環境調整が有効です。 

＊音声チックは、クラスの他児に影響を及ぼすこともあるので、テストの時には別室

での受験を許可するなど、柔軟な対応が必要です。 

＊学校として、基礎的環境整備がなされているか、一人一人の実態に応じた合理的配

慮がなされているか、それぞれの学校の中で評価、検討がされることが望ましいで

す。一人一人に対する配慮は、その状態に応じてみな違います。そのことを、担任一

人で考えるのではなく、校内委員会が機能して、校内全体で検討する体制を整えるこ

とが必要です。 

＊基礎的環境整備や合理的配慮については、国立特別支援教育総合研究所のデータベ



ース（http://inclusive.nise.go.jp/）を活用することもできます。 

【4】 本人への対応 

＊本人への対応は、年齢や学年、発達段階に応じて一人一人違います。基本的な考え

方としては、本人の望む必要最小限の支援を行うことで、他の児童生徒と同じような

学習の参加と機会が保障されることです。それに対して、本人が自律した学校生活が

送れるように、本人が努力できる環境を整えることです。 

＊個別の教育支援計画、指導計画を作成して、意図的、計画的に個に応じた支援を行

って、本人の成長を促すことが必要です。 
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